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小規模な太陽光発電施設の設置を検討されている

事業者のみなさまへ

太陽光発電施設については、令和2年 4月 1日に環境影響評価法施行令

の一部を改正する政令（令和元年政令第53号）が施行され、環境影響評価

法の対象事業に追加されております。

環境影響評価法の対象となる太陽光発電施設の規模

    第 1 種：出力 4万ｋW以上   第 2種：出力３万ｋW以上４万ｋW未満

また、小規模な太陽光発電施設※の設置についても、実施主体である事業

者が、立地検討・設計段階において太陽光発電施設の設置・運用に関わる全

ての主体の協力を得て自主的な環境配慮の取組みを講じることを促進するた

めに、環境省が「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を公表しておりま

す。

※環境影響評価法や条例の対象とならない 10kW以上の事業用太陽光発電施設

（建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除く）

太陽光発電の環境配慮ガイドライン(令和 2年 3月 環境省)

https://www.env.go.jp/press/107899.html

つきましては、環境と調和した形での太陽光発電施設の実施が確保され、

地域に受け入れられる施設となるよう、本ガイドラインを活用して事業を実

施いただきますようお願いいたします。

ご不明な点などございましたら、下記窓口までお気軽にご相談ください。

【窓口】長崎県 県民生活環境部 地域環境課 地域環境班

   TEL：095-895-2355 FAX:095-895-2572

   Email：nagasaki-asesu@pref.nagasaki.lg.jp
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環境配慮の手順フロー
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環境配慮における検討項目
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